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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパッドを備えた配線基板と、
　前記配線基板上に設けられた下側磁気シールド材と、
　前記下側磁気シールド材上に搭載された、磁気記憶素子を有する半導体チップと、
　前記下側磁気シールド材との間に前記半導体チップを挟むように、前記半導体チップ上
に設けられた、上側磁気シールド材と、を有し、
　前記上側磁気シールド材と前記下側磁気シールド材とが、前記半導体チップの上下から
前記半導体チップ全体を覆うよう対向して設けられ、
　前記下側磁気シールド材は、前記パッドを露出する開口部を備え、
　１つの前記開口部に複数の前記パッドが露出し、
　前記半導体チップと前記パッドとが電気的に接続され、
　前記下側磁気シールド材と前記上側磁気シールド材とが直接接している半導体装置。
【請求項２】
　前記開口部の平面形状が長方形状である請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記開口部が、平面視して、前記下側磁気シールド材の外周縁から内方に窪んだ凹部状
である請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記半導体チップと前記パッドとは、バンプを介して電気的に接続されている請求項１
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乃至３の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記上側磁気シールド材は、前記半導体チップを挟んで前記下側磁気シールド材と対向
する天板と、前記天板から前記下側磁気シールド材側に延伸する脚部と、を備え、
　前記下側磁気シールド材と前記脚部とが直接接している請求項１乃至４の何れか一項記
載の半導体装置。
【請求項６】
　前記脚部は、前記天板の対向する２辺から前記下側磁気シールド材側に板状に延伸し、
前記脚部の下端部が更に水平方向に延伸して板状の折り曲げ部が設けられ、前記折り曲げ
部の下面が前記下側磁気シールド材の上面に直接接している請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記脚部は、前記天板の外縁部の複数個所から前記下側磁気シールド材側に延伸し、
　前記下側磁気シールド材には複数の孔が設けられ、夫々の前記孔には前記脚部の下端部
が圧入されている請求項５記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記下側磁気シールド材と前記上側磁気シールド材との間に、前記半導体チップを覆う
樹脂が設けられている請求項１乃至７の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記樹脂は、前記下側磁気シールド材及び前記上側磁気シールド材を覆うように設けら
れている請求項８記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記上側磁気シールド材には開口部が設けられ、
　前記上側磁気シールド材の開口部内には前記樹脂が充填されている請求項９記載の半導
体装置。
【請求項１１】
　前記半導体チップと前記パッドとは、金属線を介して電気的に接続されている請求項１
乃至１０の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記上側磁気シールド材及び前記下側磁気シールド材は軟磁性材料からなる請求項１乃
至１１の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項１３】
　複数のパッドを備えた配線基板上に、前記パッドを露出する開口部を備えた金属からな
る下側磁気シールド材を設ける工程と、
　前記下側磁気シールド材上に、磁気記憶素子を有する半導体チップを搭載し、前記半導
体チップと前記パッドとを電気的に接続する工程と、
　前記下側磁気シールド材との間に前記半導体チップを挟むように、前記半導体チップ上
に、金属からなる上側磁気シールド材を設ける工程と、を有し、
　前記下側磁気シールド材を設ける工程では、１つの前記開口部に複数の前記パッドを露
出させ、
　前記上側磁気シールド材を設ける工程では、前記上側磁気シールド材と前記下側磁気シ
ールド材とが前記半導体チップの上下から前記半導体チップ全体を覆うよう対向し、前記
下側磁気シールド材と前記上側磁気シールド材とが直接接するように前記上側磁気シール
ド材を設ける半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、不揮発性メモリであるＭＲＡＭ（Magnetoresistive Random Access Memory）が
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注目されている。ＭＲＡＭは、揮発性メモリであるＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Me
mory）やＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）とは異なり、通電されていなくても
記憶を保持することができる。そのため、電源投入後の立ち上がり時間が早い。又、ＭＲ
ＡＭではノーマリーオフが可能なため、ＤＲＡＭやＳＲＡＭに比べて消費電力が劇的に小
さくなる。
【０００３】
　このように、ＭＲＡＭは優れた特徴を有しているが、外部磁界の影響が素子（半導体チ
ップ）に及ばないように磁性シールドしないと動作させることができない。そのため、Ｄ
ＲＡＭやＳＲＡＭのパッケージとは異なり、ＭＲＡＭのパッケージでは磁性シールド材で
素子を覆うことが必須である。
【０００４】
　磁性シールド材を備えたＭＲＡＭのパッケージとしては、例えば、素子を挟むように第
１磁気シールド材と第２磁気シールド材とを配置し、第１磁気シールド材と第２磁気シー
ルド材とを樹脂を介して接続する構造が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２０７０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、一般に磁気シールド材と比べて樹脂の透磁率は低いため、第１磁気シー
ルド材と第２磁気シールド材との間に樹脂が介在していると、樹脂の部分で磁気の流れが
止まり、結果として、外部磁界が素子へ影響を与えることを抑制できなくなる。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、外部磁界が素子へ影響を与えること
を抑制可能な半導体装置等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本半導体装置は、複数のパッドを備えた配線基板と、前記配線基板上に設けられた下側
磁気シールド材と、前記下側磁気シールド材上に搭載された、磁気記憶素子を有する半導
体チップと、前記下側磁気シールド材との間に前記半導体チップを挟むように、前記半導
体チップ上に設けられた、上側磁気シールド材と、を有し、前記上側磁気シールド材と前
記下側磁気シールド材とが、前記半導体チップの上下から前記半導体チップ全体を覆うよ
う対向して設けられ、前記下側磁気シールド材は、前記パッドを露出する開口部を備え、
１つの前記開口部に複数の前記パッドが露出し、前記半導体チップと前記パッドとが電気
的に接続され、前記下側磁気シールド材と前記上側磁気シールド材とが直接接しているこ
とを要件とする。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の技術によれば、外部磁界が素子へ影響を与えることを抑制可能な半導体装置等を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体装置を例示する図である。
【図２】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その１）である。
【図３】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その２）である。
【図４】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その３）である。
【図５】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その４）である。
【図６】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その５）である。
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【図７】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その６）である。
【図８】第２の実施の形態に係る半導体装置を例示する図である。
【図９】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その１）である。
【図１０】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その２）である
。
【図１１】第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置を例示する図である。
【図１２】第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置の製造工程を例示する図である
。
【図１３】第１の実施の形態の変形例２に係る半導体装置を例示する図である。
【図１４】上側磁気シールド材のバリエーションについて例示する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１２】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る半導体装置の構造］
　まず、第１の実施の形態に係る半導体装置の構造について説明する。図１は、第１の実
施の形態に係る半導体装置を例示する図であり、図１（ｂ）は平面図であり、図１（ａ）
は図１（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。但し、図１（ｂ）において、モールド樹脂
８０の図示は省略されている。
【００１３】
　図１を参照するに、半導体装置１は、配線基板１０と、下側磁気シールド材２０と、接
着層３０と、半導体チップ４０と、接着層５０と、ボンディングワイヤ６０と、上側磁気
シールド材７０と、モールド樹脂８０とを有する。
【００１４】
　なお、本実施の形態では、便宜上、半導体装置１の半導体チップ４０の回路形成面側を
上側又は一方の側、ソルダーレジスト層１７側を下側又は他方の側とする。又、各部位の
半導体チップ４０の回路形成面側の面を一方の面又は上面、ソルダーレジスト層１７側の
面を他方の面又は下面とする。但し、半導体装置１は天地逆の状態で用いることができ、
又は任意の角度で配置することができる。又、平面視とは対象物を半導体チップ４０の回
路形成面の法線方向から視ることを指し、平面形状とは対象物を半導体チップ４０の回路
形成面の法線方向から視た形状を指すものとする。
【００１５】
　配線基板１０において、絶縁層１１は、例えば、熱硬化性のエポキシ系樹脂やポリイミ
ド系樹脂等から形成されている。絶縁層１１の下面側には、例えば、銅（Ｃｕ）からなる
配線層１２が埋設されている。配線層１２の下面は絶縁層１１の下面から露出し、配線層
１２の上面及び側面は絶縁層１１により被覆されている。配線層１２の下面は、例えば、
絶縁層１１の下面と面一とすることができる。
【００１６】
　絶縁層１１の上面側には、例えば、銅（Ｃｕ）からなる配線層１３が形成されている。
配線層１３は、絶縁層１１を貫通し配線層１２の上面を露出するビアホール１１ｘ内に充
填されたビア配線、及び絶縁層１１の上面に形成された配線パターンを含んで構成されて
おり、配線層１２と電気的に接続されている。
【００１７】
　絶縁層１４は、例えば、熱硬化性のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等からなり、配
線層１３を被覆するように絶縁層１１上に形成されている。絶縁層１４の上面には、例え
ば、銅（Ｃｕ）からなるパッド１５が形成されている。パッド１５は、絶縁層１４を貫通
し配線層１３の上面を露出するビアホール１４ｘ内に充填されたビア配線と一体的に構成
されており、配線層１３と電気的に接続されている。
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【００１８】
　パッド１５の上面には、表面処理層１６が形成されている。表面処理層１６の例として
は、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ／Ｐ
ｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）等を挙げることがで
きる。
【００１９】
　なお、絶縁層１４の上面に、表面処理層１６が形成されたパッド１５を露出する開口部
を備えたソルダーレジスト層を設けてもよい。この場合には、ソルダーレジスト層上に接
着層３０を介して下側磁気シールド材２０が設けられる。
【００２０】
　ソルダーレジスト層１７は、フェノール系樹脂やポリイミド系樹脂等を主成分とする感
光性の絶縁性樹脂等からなり、絶縁層１１の下面に形成されている。ソルダーレジスト層
１７は開口部１７ｘを有し、開口部１７ｘ内には配線層１２の下面が露出している。開口
部１７ｘ内に露出する配線層１２の下面には、例えば、はんだバンプ９０を形成すること
ができる。
【００２１】
　下側磁気シールド材２０は、配線基板１０上に設けられている。具体的には、下側磁気
シールド材２０は、接着層３０により、配線基板１０の一方の側の最外面となる絶縁層１
４の上面に接着されている。下側磁気シールド材２０の厚さは、例えば、５０～１００μ
ｍ程度とすることができる。
【００２２】
　下側磁気シールド材２０の材料としては金属を用いることができるが、磁気の流れをよ
くするために、金属の中でも透磁率が高く飽和磁束密度の大きな軟磁性材料を用いること
が好ましい。好適な透磁率は１０００～１００００程度、好適な飽和磁束密度は０．５～
１．５（Ｔ）程度であり、このような特性の軟磁性材料としては、例えば、Ｆｅ－Ｎｉ系
合金であるパーマロイ、４２アロイ、４６アロイ、５２アロイ等を挙げることができる。
【００２３】
　又、下側磁気シールド材２０の材料は、上記のような特性の軟磁性材料の中から、半導
体チップ４０を構成する主要材料（例えば、シリコン）の熱膨張係数と近い熱膨張係数を
有する材料を選択することが好ましい。半導体装置１の反りを抑制するためである。
【００２４】
　下側磁気シールド材２０には、開口部２０ｘ及び２０ｙが設けられている。開口部２０
ｘは、接着層３０の上面を露出する孔であり、例えば、下側磁気シールド材２０の４隅の
近傍に設けられている。開口部２０ｘの平面形状は、上側磁気シールド材７０の脚部７２
が圧入可能な形状であれば、円形や矩形等の任意の形状とすることができる。
【００２５】
　開口部２０ｙは、表面処理層１６が形成されたパッド１５を露出する孔であり、半導体
チップ４０の両側に対向するように設けられている。なお、開口部２０ｙの部分には、接
着層３０は形成されていない。又、開口部２０ｙの内壁とパッド１５及び表面処理層１６
との間には隙間があり、両者は接していない。開口部２０ｙの平面形状は、１つの開口部
２０ｙに複数のパッド１５を並べて露出するように、例えば、長方形状に形成される。但
し、開口部２０ｙの平面形状は、長方形状以外の任意の形状としてよい。
【００２６】
　半導体チップ４０は、電極パッドが形成された回路形成面を上側磁気シールド材７０の
天板７１側に向けて（フェイスアップ状態で）、接着層５０を介して、下側磁気シールド
材２０の上面の対向する開口部２０ｙ間に搭載されている。半導体チップ４０は、例えば
、シリコンに磁気記憶素子が形成されたメモリチップ（ＭＲＡＭ）である。半導体チップ
４０には、ロジック回路等が混載されていてもよい。半導体チップ４０の電極パッドと、
開口部２０ｙ内に露出するパッド１５上の表面処理層１６とは、ボンディングワイヤ６０
を介して電気的に接続されている。ボンディングワイヤ６０としては、例えば、金線や銅
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線等の金属線を用いることができる。
【００２７】
　上側磁気シールド材７０は、下側磁気シールド材２０との間に半導体チップ４０を挟む
ように、下側磁気シールド材２０上に設けられている。具体的には、上側磁気シールド材
７０には、半導体チップ４０を挟んで下側磁気シールド材２０と対向する天板７１と、天
板７１の外縁部の複数個所（例えば、４隅）から下側磁気シールド材２０側に延伸して形
成された脚部７２とを有する（後述の図５も参照）。
【００２８】
　脚部７２は、上側磁気シールド材７０を下側磁気シールド材２０に固定するために用い
ると共に、上側磁気シールド材７０と下側磁気シールド材２０との間隔を規定する部材で
ある。脚部７２の下端部は、下側磁気シールド材２０の開口部２０ｘに圧入され、両者は
直接接している。つまり、上側磁気シールド材７０と下側磁気シールド材２０とは、樹脂
等を介すことなく直接接している。
【００２９】
　上側磁気シールド材７０の厚さは、例えば、５０～１００μｍ程度とすることができる
。上側磁気シールド材７０の材料としては金属を用いることができるが、下側磁気シール
ド材２０と同様に、軟磁性材料を用いることが好ましい。又、上側磁気シールド材７０の
透磁率及び飽和磁束密度は、下側磁気シールド材２０の透磁率及び飽和磁束密度と同程度
とすることが、磁気の流れを良好にする点で好ましい。なお、上側磁気シールド材７０は
、半導体チップ４０及びボンディングワイヤ６０と接触しないような形状とされている。
下側磁気シールド材２０及び上側磁気シールド材７０の平面形状は、例えば、半導体チッ
プ４０を覆うような矩形状に形成される。
【００３０】
　モールド樹脂８０は、下側磁気シールド材２０、半導体チップ４０及び上側磁気シール
ド材７０を覆うように、配線基板１０上に設けられている。モールド樹脂８０としては、
例えば、シリカ等のフィラーを含有したエポキシ系樹脂等を用いることができる。なお、
上側磁気シールド材７０の天板７１の上面を露出するようにモールド樹脂８０を設けても
よい。
【００３１】
　［第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図２～図７は
、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図である。まず、図２に示す
工程では、個片化されて配線基板１０となる複数の領域Ｃを有するシート状の配線基板１
０Ｓを準備する。ここで、図２（ｂ）は平面図であり、図２（ａ）は、図２（ｂ）の破線
で囲まれた領域Ｃのうちの１つを示す断面図である。なお、配線基板１０Ｓの基本的な構
造は前述の配線基板１０と同様である。又、配線基板１０Ｓは、例えば、周知のビルドア
ップ工法により作製できるが、他の方法で作製された層構造等の異なる配線基板を用いて
も構わない。
【００３２】
　次に、図３に示す工程では、シート状の配線基板１０Ｓの上面に、ダイアタッチフィル
ム等からなるシート状の接着層３０Ｓを介して、個片化されて下側磁気シールド材２０と
なる複数の領域を有するシート状の下側磁気シールド材２０Ｓを接着する。なお、ダイア
タッチフィルムは、例えば、エポキシ系樹脂等の樹脂からなる。ここで、図３（ｂ）は平
面図であり、図３（ａ）は、図３（ｂ）のスリット２０ｚで囲まれた領域のうちの１つを
示す断面図である。
【００３３】
　具体的には、シート状の下側磁気シールド材２０Ｓを準備する。そして、シート状の下
側磁気シールド材２０Ｓに開口部２０ｘ及び２０ｙを形成すると共に、個片化を容易にす
るために、下側磁気シールド材２０となる領域を区画する複数のスリット２０ｚを形成す
る。なお、開口部２０ｘの大きさは、脚部７２の下端部が圧入できるように、脚部７２の
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下端部よりも若干小さく形成する。又、スリット２０ｚは、図２（ｂ）の領域Ｃを示す破
線に対応する位置に形成する。
【００３４】
　又、シート状の下側磁気シールド材２０Ｓにおいて、下側磁気シールド材２０となる各
領域の４隅の部分にはスリット２０ｚを設けずに吊部２０ｔを設け、吊部２０ｔにより下
側磁気シールド材２０となる領域同士を連結する。シート状の下側磁気シールド材２０Ｓ
はＦｅ－Ｎｉ系合金等の金属からなるため、金型を用いたプレス加工等により、開口部２
０ｘ及び２０ｙ並びにスリット２０ｚを容易に形成することができる。但し、開口部２０
ｘ及び２０ｙ並びにスリット２０ｚをエッチングで形成してもよい。
【００３５】
　開口部２０ｘ及び２０ｙ並びにスリット２０ｚを形成後、シート状の下側磁気シールド
材２０Ｓの下面に開口部２０ｙ及びスリット２０ｚに対応する開口を備えたシート状の接
着層３０Ｓを貼り付け、それらをシート状の配線基板１０Ｓの上面に接着する。或いは、
開口部２０ｙ及びスリット２０ｚに対応する開口を備えたシート状の接着層３０Ｓを予め
シート状の配線基板１０Ｓの上面に貼り付けておく。そして、シート状の接着層３０Ｓの
上に、開口部２０ｘ及び２０ｙ並びにスリット２０ｚが形成されたシート状の下側磁気シ
ールド材２０Ｓを接着してもよい。
【００３６】
　次に、図４（ａ）に示す工程では、下側磁気シールド材２０となる各領域の上面に、ダ
イアタッチフィルム等からなる接着層５０を介して、半導体チップ４０をフェイスアップ
状態で搭載する。次に、図４（ｂ）に示す工程では、半導体チップ４０の回路形成面に形
成された電極パッドを、ボンディングワイヤ６０を介して、開口部２０ｙ内に露出するパ
ッド１５上の表面処理層１６と接続する。なお、図４（ａ）及び図４（ｂ）は、図３（ａ
）に対応する断面を示している。
【００３７】
　次に、図５に示す工程では、上側磁気シールド材７０を複数個準備する。上側磁気シー
ルド材７０には、天板７１の４隅から下側磁気シールド材２０側に延伸して形成された脚
部７２が設けられている。上側磁気シールド材７０はＦｅ－Ｎｉ系合金等の金属からなる
ため、金型を用いたプレス加工や折り曲げ加工等により、容易に図５のような形状とする
ことができる。
【００３８】
　次に、図６に示す工程では、下側磁気シールド材２０となる各領域上に、半導体チップ
４０を挟むように、上側磁気シールド材７０を配置し、上側磁気シールド材７０の各脚部
７２を下側磁気シールド材２０となる各領域の開口部２０ｘに圧入する。これにより、上
側磁気シールド材７０と下側磁気シールド材２０とが直接接する。ここで、図６（ｂ）は
平面図であり、図６（ａ）は、図６（ｂ）のスリット２０ｚで囲まれた領域のうちの１つ
を示す断面図である。
【００３９】
　次に、図７（ａ）に示す工程では、下側磁気シールド材２０となる各領域、半導体チッ
プ４０及び上側磁気シールド材７０を封止するように、配線基板１０Ｓ上にモールド樹脂
８０を形成する。モールド樹脂８０としては、例えば、シリカ等のフィラーを含有したエ
ポキシ系樹脂等を用いることができる。モールド樹脂８０は、例えば、トランスファーモ
ールド法により形成することができる。なお、上側磁気シールド材７０の天板７１の上面
を露出するようにモールド樹脂８０を形成してもよい。
【００４０】
　次に、図７（ｂ）に示す工程では、配線基板１０となる各領域のソルダーレジスト層１
７の開口部１７ｘ内に露出する配線層１２の下面に、リフロー等により、はんだバンプ９
０を形成する。その後、図７（ｂ）に示す構造体を、スライサー等により、領域Ｃを示す
破線の位置（スリット２０ｚの位置）で切断することにより、個片化された複数の半導体
装置１（図１参照）が完成する。



(8) JP 6353763 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

【００４１】
　このように、第１の実施の形態に係る半導体装置１では、金属からなる上側磁気シール
ド材７０と下側磁気シールド材２０とが半導体チップ４０を上下から挟み、磁気の流れを
阻害する材料（樹脂等）を介すことなく直接接している。そのため、上側磁気シールド材
７０と下側磁気シールド材２０との間における磁気の流れをよくすることが可能となり、
外部磁界が半導体チップ４０へ影響を与えることを抑制できる。特に、上側磁気シールド
材７０及び下側磁気シールド材２０の材料として、透磁率が１０００～１００００程度、
飽和磁束密度が０．５～１．５（Ｔ）程度の軟磁性材料を用いることにより、上記効果を
更に高めることができる。
【００４２】
　なお、透磁率及び飽和磁束密度がどの程度の材料を選定すべきかは、使用する半導体チ
ップの特性により異なる。つまり、使用する半導体チップの特性により、どの程度の外部
磁界を遮断すればよいかの要求性能が決まるため、要求性能を満たすような透磁率及び飽
和磁束密度を有する材料を選定すればよい。又、要求性能によっては、上記範囲以外の透
磁率や飽和磁束密度を有する材料を選定してもよい。
【００４３】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、下側磁気シールド材と上側磁気シールド材とを、第１の実施の
形態とは異なる方法で接続する例を示す。なお、第２の実施の形態において、既に説明し
た実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００４４】
　［第２の実施の形態に係る半導体装置の構造］
　まず、第２の実施の形態に係る半導体装置の構造について説明する。図８は、第２の実
施の形態に係る半導体装置を例示する図であり、図８（ｂ）は平面図であり、図８（ａ）
は図８（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。但し、図８（ｂ）において、モールド樹脂
８０の図示は省略されている。
【００４５】
　図８を参照するに、半導体装置１Ａは、上側磁気シールド材７０が上側磁気シールド材
７０Ａに置換された点が、半導体装置１（図１参照）と相違する。なお、半導体装置１Ａ
の下側磁気シールド材２０には、開口部２０ｘは形成されていない。
【００４６】
　上側磁気シールド材７０Ａには、天板７１の対向する２辺（対向する短辺）から下側磁
気シールド材２０側に板状に延伸した脚部７２Ａが設けられ、脚部７２Ａの下端部が更に
水平方向外側に延伸して板状の折り曲げ部７３が設けられている（後述の図９も参照）。
折り曲げ部７３の下面が下側磁気シールド材２０の上面（開口部２０ｙの外側）に直接接
している。つまり、上側磁気シールド材７０Ａと下側磁気シールド材２０とは直接接して
いる。
【００４７】
　折り曲げ部７３の下面の幅は、例えば、１ｍｍ程度とすることができる。なお、上側磁
気シールド材７０Ａと下側磁気シールド材２０とは、面同士で接しているだけであり、接
合はされていない。但し、例えば抵抗溶接により、上側磁気シールド材７０Ａの折り曲げ
部７３を、下側磁気シールド材２０の上面に接合してもよい。上側磁気シールド材７０Ａ
の材料としては、例えば、上側磁気シールド材７０と同様の材料を用いることができる。
上側磁気シールド材７０Ａは、半導体チップ４０及びボンディングワイヤ６０と接触しな
いような形状とされている。
【００４８】
　なお、図８では、脚部７２Ａの下端部を水平方向外側に延伸して板状の折り曲げ部７３
を設けているが、脚部７２Ａの下端部を水平方向内側に延伸して板状の折り曲げ部を設け
てもよい。
【００４９】
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　［第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法］
　次に、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図９及び図１
０は、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図である。まず、第１の
実施の形態の図２～図４と同様の工程を実施する（但し、下側磁気シールド材２０には開
口部２０ｘを形成しない）。
【００５０】
　次に、図９に示す工程では、上側磁気シールド材７０Ａを複数個準備する。上側磁気シ
ールド材７０Ａには、天板７１の対向する２辺（対向する短辺）から下側磁気シールド材
２０側に延伸して形成された板状の脚部７２Ａが設けられ、脚部７２の下端部が更に水平
方向外側に延伸して折り曲げ部７３が設けられている。上側磁気シールド材７０ＡはＦｅ
－Ｎｉ系合金等の金属からなるため、金型を用いたプレス加工や折り曲げ加工等により、
容易に図９のような形状とすることができる。
【００５１】
　次に、図１０（ａ）に示す工程では、モールド金型の下型２００上に、下側磁気シール
ド材２０Ｓや半導体チップ４０を搭載した配線基板１０Ｓを固定する。そして、下側磁気
シールド材２０Ｓの下側磁気シールド材２０となる各領域上に、半導体チップ４０を挟む
ように、上側磁気シールド材７０Ａを配置する。この際、上側磁気シールド材７０Ａの折
り曲げ部７３の更に外側の部分に位置決め孔２０ｐを設けておき、位置決め孔２０ｐを下
型２００に設けられた位置決め用の突起部２１０に嵌合させることが好ましい。後述のモ
ールド樹脂８０を形成する工程で、下側磁気シールド材２０となる各領域に対して上側磁
気シールド材７０Ａが位置ずれすることを防止できるからである。なお、位置決め孔２０
ｐは、例えば、上側磁気シールド材７０Ａの４隅に設けることができる。
【００５２】
　次に、図１０（ｂ）に示す工程では、図７（ａ）に示す工程と同様にして、下側磁気シ
ールド材２０となる各領域、半導体チップ４０及び上側磁気シールド材７０Ａを封止する
ように、配線基板１０Ｓ上にモールド樹脂８０を形成する。その後、図７（ｂ）に示す工
程と同様にして、配線基板１０となる各領域のソルダーレジスト層１７の開口部１７ｘ内
に露出する配線層１２の下面に、はんだバンプ９０を形成する。その後、スライサー等に
より、領域Ｃを示す破線の位置（スリット２０ｚの位置）で切断することにより、個片化
された複数の半導体装置１Ａ（図８参照）が完成する。
【００５３】
　このように、第２の実施の形態に係る半導体装置１Ａでは、上側磁気シールド材７０Ａ
と下側磁気シールド材２０とが面同士で接しており、半導体装置１（図１等参照）と比べ
て、上側磁気シールド材７０Ａと下側磁気シールド材２０との接触面積が大きい。そのた
め、半導体装置１（図１等参照）と比べて、上側磁気シールド材７０Ａと下側磁気シール
ド材２０との間における磁気の流れを更によくすることが可能となり、外部磁界が半導体
チップ４０へ影響を与えることを更に抑制できる。
【００５４】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
　第１の実施の形態の変形例１では、一部の開口部２０ｙとスリット２０ｚとを一体化す
る例を示す。なお、第１の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態と同
一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００５５】
　図１１は、第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置を例示する図であり、図１１
（ｂ）は平面図であり、図１１（ａ）は図１１（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。但
し、図１１（ｂ）において、モールド樹脂８０の図示は省略されている。
【００５６】
　図１１を参照するに、半導体装置１Ｂでは、開口部２０ｙに代えて開口部２０ｖを備え
ている。開口部２０ｖは、平面視において、下側磁気シールド材２０の外周縁から内方に
窪んだ凹部状とされており、図１１の例では左右２か所に対向するように設けられている
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。開口部２０ｖ内には、パッド１５が配置されている。
【００５７】
　半導体装置１Ｂを作製するには、まず、第１の実施の形態の図２と同様の工程を実施す
る。次に、第１の実施の形態の図３と同様の工程を実施する。但し、図３とは異なり、図
１２に示すように、シート状の下側磁気シールド材２０Ｓには開口部２０ｘ及び２０ｖ並
びにスリット２０ｚを形成する。つまり、下側磁気シールド材２０Ｓの長手方向と略平行
な所定位置には図３と同様のスリット２０ｚを形成するが、下側磁気シールド材２０Ｓの
長手方向と略垂直な所定位置には図３の開口部２０ｙとスリット２０ｚとを一体化した開
口部２０ｖを形成する。
【００５８】
　その後、第１の実施の形態の図４以降の工程を実施することで、図１１に示す半導体装
置１Ｂが完成する。このように、パッドを露出する開口部２０ｙと個片化を容易にするス
リット２０ｚとを一体化した開口部２０ｖを設けてもよい。
【００５９】
　なお、第２の実施の形態において、パッドを露出する開口部２０ｙと個片化を容易にす
るスリット２０ｚとを一体化した開口部２０ｖを設けてもよい。
【００６０】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態の変形例２では、半導体チップ４０を配線基板１０にフリップチップ
接続する例を示す。なお、第１の実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形
態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００６１】
　図１３は、第１の実施の形態の変形例２に係る半導体装置を例示する図であり、図１３
（ｂ）は平面図であり、図１３（ａ）は図１３（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。但
し、図１３（ｂ）において、モールド樹脂８０の図示は省略されている。
【００６２】
　図１３を参照するに、半導体装置１Ｃにおいて、半導体チップ４０は、配線基板１０に
フリップチップ接続されている。具体的には、半導体チップ４０は、電極パッドが形成さ
れた回路形成面を下側磁気シールド材２０側に向けて（フェイスダウン状態で）搭載され
ている。そして、半導体チップ４０の電極パッドは、バンプ１００（例えば、はんだバン
プ等）を介して、下側磁気シールド材２０の開口部２０ｙ内に露出する、上面に表面処理
層１６が形成されたパッド１５と電気的に接続されている。
【００６３】
　半導体チップ４０と下側磁気シールド材２０との間には、アンダーフィル樹脂１１０が
充填され、アンダーフィル樹脂１１０はバンプ１００を被覆している。半導体チップ４０
及びアンダーフィル樹脂１１０を挟むように下側磁気シールド材２０上に上側磁気シール
ド材７０が設けられ、上側磁気シールド材７０と下側磁気シールド材２０とは直接接して
いる。モールド樹脂８０は、下側磁気シールド材２０、半導体チップ４０、アンダーフィ
ル樹脂１１０及び上側磁気シールド材７０を覆うように、配線基板１０上に設けられてい
る
　このように、第１の実施の形態の変形例２では、半導体チップ４０を配線基板１０にフ
リップチップ接続している。この場合も、第１の実施の形態と同様に、金属からなる上側
磁気シールド材７０と下側磁気シールド材２０とが半導体チップ４０を上下から挟み、磁
気の流れを阻害する材料（樹脂等）を介すことなく直接接している。そのため、第１の実
施の形態と同様の効果を奏する。
【００６４】
　なお、第２の実施の形態において、半導体チップ４０を配線基板１０にフリップチップ
接続してもよい。
【００６５】
　〈第１の実施の形態の変形例３〉
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　第１の実施の形態の変形例３では、上側磁気シールド材のバリエーションについて示す
。なお、第１の実施の形態の変形例３において、既に説明した実施の形態と同一構成部に
ついての説明は省略する場合がある。
【００６６】
　図１４は、上側磁気シールド材のバリエーションについて例示する斜視図である。図５
に示す上側磁気シールド材７０に代えて、図１４（ａ）に示す上側磁気シールド材７０Ｂ
を用いてもよい。上側磁気シールド材７０Ｂには、長手方向に隣接する脚部７２同士を繋
ぐように、天板７１の対向する２辺（対向する長辺）から下側磁気シールド材２０側に延
伸して形成された板状の側壁部７４が設けられている。側壁部７４は、下側磁気シールド
材２０の開口部２０ｘに圧入される脚部７２の先端部を除く任意の部分に設けることがで
きる。
【００６７】
　図１４（ａ）の場合、モールド樹脂８０を形成する工程で、樹脂の流れが悪くなる場合
があるため、図１４（ｂ）のように、天板７１に複数の開口部７１ｘを設けた上側磁気シ
ールド材７０Ｃを用いてもよい。或いは、天板７１に代えて、或いは天板７１に加えて、
側壁部７４に開口部を設けてもよい。この場合、モールド樹脂８０を形成する工程では、
開口部を介して樹脂が流れ、開口部内にも樹脂が充填される。
【００６８】
　又、図９に示した上側磁気シールド材７０Ａにおいても、図１４（ａ）と同様に、長手
方向に隣接する脚部７２Ａ同士を繋ぐように、天板７１の対向する２辺（対向する長辺）
から下側磁気シールド材２０側に延伸して形成された板状の側壁部を設けてもよい。この
場合も、樹脂の流れが悪くなることを防止するため、天板７１や板状の脚部７２Ａ、板状
の側壁部の全部又は一部に開口部を設けることができる。
【００６９】
　このように、上側磁気シールド材は、半導体チップを挟むように下側磁気シールド材上
に設けられて下側磁気シールド材と直接接することが可能であり、かつ、モールド樹脂が
流れこむことが可能であれば、どのような形状であってもよい。
【００７０】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　半導体装置
　１０、１０Ｓ　配線基板
　１１、１４　絶縁層
　１１ｘ、１４ｘ　ビアホール
　１２、１３　配線層
　１５　パッド
　１６　表面処理層
　１７　ソルダーレジスト層
　１７ｘ、２０ｖ、２０ｘ、２０ｙ、７１ｘ　開口部
　２０、２０Ｓ　下側磁気シールド材
　２０ｐ　位置決め孔
　２０ｔ　吊部
　２０ｚ　スリット
　３０、３０Ｓ、５０　接着層
　４０　半導体チップ
　６０　ボンディングワイヤ
　７０、７０Ａ、７０Ｂ、７０Ｃ　上側磁気シールド材
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　７１　天板
　７２、７２Ａ　脚部
　７３　折り曲げ部
　７４　側壁部
　８０　モールド樹脂
　９０　はんだバンプ
　１００　バンプ
　１１０　アンダーフィル樹脂
　２００　下型
　２１０　突起部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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